
 

  

 

議案第 96号 

 

石垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

  

 石垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例（平

成 26年石垣市条例第 22号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者」に、「 第 3節 特例地域型保

育給付費に関する基準（第 51条―第 52条）」を「 第 3節 特例地域型保育給付費に関する 

   第 4章 雑則（第 53条・第 54条） 

基準（第 51条・第 52条）  

          」に改める。 

 第 2条第 15号中「の規定」を「に規定」に改め、同条中第 19号を削り、第 20号を第 19

号とし、第 21号を第 20号とし、第 22号を第 21号とし、第 23号を削り、第 24号を第 22

号とし、第 25号から第 29号までを 2号ずつ繰り上げる。 

 第 3条第 3項中「保険医療サービス」を「保健医療サービス」に改める。 

 第 4条第 1項中「認定子ども園」を「認定こども園」に改める。 

 第 5条第 1項中「支払い」を「支払」に改め、同条第 2項から第 6項までを削る。 

 第 6条第 2項中「申込みに係る法第 19条第 1項第 1号」を「申込みに係る法第 19条第 1

号」に、「現に利用している法第 19条第 1項第 1号」を「現に利用している同号」に、「当該

特定教育・保育施設の法第 19条第 1項第 1号」を「当該特定教育・保育施設の同号」に改め、

同条第 3項中「申込みに係る法第 19条第 1項第 2号」を「申込みに係る法第 19条第 2号」

に、「現に利用している法第 19条第 1項第 2号」を「現に利用している同条第 2号」に、「当

該特定教育・保育施設の法第 19条第 1項第 2号」を「当該特定教育・保育施設の同条第 2

号」に改める。 

 第 7条第 2項中「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に改める。 

 第 8条中「法第 19条第 1項各号」を「法第 19条各号」に改める。 

 第 13条第 2項中「法第 27条 3項第 1号」を「法第 27条第 3項第 1号」に改め、同条第 4

項第 3号ア（ア）中「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に改め、同号ア（イ）

中「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に改め、同号イ（ア）中「法第 19条第

1項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども負担額」を「法

第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額」

に改め、同号イ（イ）中「法第 19条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども負担額」を「法第 19条第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども 負担額」に改める。 

 第 14条第 1項中「法的代理」を「法定代理」に改める。 

第 15条第 1項第 1号中「以下同じ。）幼保連携型」を「以下同じ。） 幼保連携型」に改め、

同項第 2号中「同条第 11項」を「同条第 10項」に改め、同項第 3号中「第 25条」を「第

25条第 1項」に改め、同項第 4号中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第 17条中「認子ども」を「認定子ども」に改める。 

 第 19条中「滞納」を「遅滞」に改める。 

 第 20条第 4号中「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に改める。 

 第 23条を次のように改める。 

（掲示等） 

第 23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概

要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資

すると認められる重要事項を掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送

信（公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を



 

  

 

行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。）により公衆の閲覧に供しなけ

ればならない。 

 第 26条を次のように改める。 

第 26条 削除 

 第 27条第 2項中「もの」を「者」に改める。 

 第 34条第 2項中「の各号」を削る。 

第 35条第 1項中「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に改め、同条第 2項中

「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に、「利用している法第 19条第 1項第 2

号」を「利用している同条第 2号」に、「定められた法第 19条第 1項第 2号」を「定められ

た法第 19条第 2号」に改め、同条第 3項中「、特例施設型給付費」を「特例施設型給付費」

に、「「法第 19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育支給認定

子ども」とあるのは「法第 19条第 1項第 1号又は第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育支給認定子ども」と、「法第 19条第 1項第 1号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第 19条第 1項第 2号に掲げる小学校就学前子

どもの区分に係る利用定員の総数」」を「「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第 2号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」」に改める。 

 第 36条第 1項中「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に改め、同条第 2項中

「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に、「利用している法第 19条第 1項第 1

号」を「利用している同条第 1号」に、「定められた法第 19条第 1項第 1号」を「定められ

た法第 19条第 1号」に改め、同条第 3項を次のように改める。 

3 特定教育・保育施設が、第 1項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・

保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、

前節(第 6条第 3項及び第 7条第 2項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第 6

条第 2項中「特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同

じ。)とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。以下この

項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子ど

もの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第 19条第 2号に掲げる小学校就学前子どもの

数」と、同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と

あるのは「同条第 1号又は第 2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と

あるのは「同条第 1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数と、第 13

条第 2項中「法第 27条第 3項第 1号に掲げる額」とあるのは「法第 28条第 2項第 3号の内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第 4項第 3 号イ(ア)中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を

含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認

定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」とする。 

 第 37条第 1項中「同省令」を「同令」に改め、同条第 2項中「法第 19条第 1項第 3号」

を「法第 19条第 3号」に改める。 

 第 38条第 2項を削る。 

 第 39条第 2項中「申込みに係る法第 19条第 1項第 3号」を「申込みに係る法第 19条第 3

号」に、「当該特定地域型保育事業所の法第 19条第 1項第 3号」を「当該特定地域型保育事

業所の同号」に改め、同条第 4項中「満 3歳未満教育・」を「満 3歳未満」に改める。 

 第 42条第 1項中「認定子ども園」を「認定こども園」に改め、同項ただし書中「離島」を

「山間・へき地」に改め、同項第 3号中「この号」の次に「及び第 4項第 1号」を加え、同

条第 3項第 1号中「提供される場合小規模保育事業 A型」を「提供される場合 小規模保育

事業 A型」に改め、同条第 4項第 1号中「児童福祉法第 24条第 3項」の次に「（同法附則第

73条第 1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）」を加え、同条第 5項中「行う者」

を「行う施設又は事業所」に改め、同条第 6項中「石垣市家庭的保育事業等の設備及び運営



 

  

 

に関する基準」の次に「を定める条例（平成 26年石垣市条例第 23号）」を加え、「当該乳幼

児の障がい」を「当該乳幼児の障害」に、「障がい児入所支援施設（児童福祉法第 42条に規

定する障がい児入所施設をいう。）」を「障害児入所施設（児童福祉法第 42条に規定する障害

児入所施設をいう。）」に改め、同項ただし書中「離島」を「山間・へき地」に改め、同条第

8項中「附則第 5項」を「附則第 4条」に改める。 

 第 44条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 第 46条第 4号中「日数」を「日」に改め、同条第 5号中「受領する利用者負担その他の」

を「支払を受ける」に改める。 

 第 48条中「の定員」を削る。 

 第 49条第 2項第 2号中「に係る必要な事項」を削る。 

 第 50条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育」に、「地域型保育給費」を「地域型保育給付費」に、「、「地域型保育給付費

の」」を「「地域型保育給付費の」」に改める。 

 第 51条第 1項中「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に改め、同条第 2項中

「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に、「法第 19条第 1項第 2号」を「法第

19条第 2号」に改め、同条第 3項中「本章」を「この章」に、「法第 19条第 1項第 3号に掲

げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用申込みに係る法第 19条第 1項第 1号に掲げる小

学校就学前子ども」」を「法第 19条第 3号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利

用の申込みに係る法第 19条第 1号に掲げる小学校就学前子どもの数」」に、「この節」を「こ

の章」に、「法第 19条第 1項第 1号又は」を「同条第 1号又は」に、「法第 19条第 1項第 2

号」を「法第 19条第 2号」に改め、「子どもを含む。）」と」の次に「、「同号」とあるのは「法

第 19条第 3号」と」を加え、「対象となる法第 19条第 1項第 1号」を「対象となる法第 19

条第 1号」に改める。 

 第 52条第 1項中「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に改め、同条第 2項中

「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に、「法第 19条第 1項第 3号」を「同条

第 3号」に、「法第 19条第 1項第 1号」を「法第 19条第 1号」に改め、同条第 3項中「本章」

を「この章」に、「法第 19条第 1項第 2号」を「法第 19条第 2号」に改める。 

 本則に次の 1章を加える。 

   第 4章 雑則 

（電磁的記録等） 

第 53条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下この条において「特定教育・

保育施設等」という。）は、記録、作成、保存その他これらに類するもののうち、この条例

の規定において書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、

図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、当該書面等

に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって

は認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用

に供されるものをいう。以下この条において同じ。)により行うことができる。 

2  特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出については、当

該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当該書面等の交付又は提出に代え

て、第 4項で定めるところにより、教育・保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等

に記載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定

教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電

子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。）

を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下こ

の条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、

当該特定教育・保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア  特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認定保護者の使用



 

  

 

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された

記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定保護者の閲覧に供し、教育・保

育給付認定保護者の使用に係る電子計算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護

者のファイルに当該記載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承

諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに

記載事項を記録したものを交付する方法 

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記録を出力すること 

による文書を作成することができるものでなければならない。 

4 特定教育・保育施設等は、第 2項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あら 

かじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護者に対し、その用いる次に掲げる

電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第 2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育給付認定保護者か 

ら文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、 

当該教育・保育給付認定保護者に対し、第 2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によ 

ってしてはならない。ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾 

をした場合は、この限りでない。 

6 第 2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意の取得について準 

用する。この場合において、第 2項中「書面等の交付又は提出」とあり、及び「書面等に記 

載すべき事項（以下この条において「記載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」

と、「第 4項」とあるのは「第 6項において準用する第 4項」と、「提供する」とあるのは「得

る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を得た」と、「記載事

項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受ける」とあるのは「同意を行う」と、

「受けない」とあるのは「行わない」と、「交付する」とあるのは「得る」と、第 3項中「前

項各号」とあるのは「第 6項において準用する前項各号」と、第 4項中「第 2項」とあるの

は「第 6項において準用する第 2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるのは「同意を得

よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得ようとする」と、同項第 1号中「第

2項各号」とあるのは「第 6項において準用する第 2項各号」と、前項中「前項」とあるの

は「次項において準用する前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、

「第 2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面等による同意

の取得」と読み替えるものとする。 

 （委任） 

第 54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定

める。 

 附則第 2条第 1項中「「支払を」とあるのは「支払を」を「「額の支払を」とあるのは「額

の支払を、」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和 6年 12月 2日提出 

 

                     石垣市長 中 山 義 隆 

 

 



 

  

 

理 由 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運

営に関する基準（平成 26年内閣府令第 39号）の一部改正に伴い、また字句の整理を行う

ため、条例の一部を改正する必要がある。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 
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石垣市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年石垣市条例第22号)の新旧対照表 

現行 改正後（案） 

  

目次 目次 

第1章・第2章 略 第1章・第2章 略 

第3章 特定地域型保育事業 の運営に関する基準 第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準 

第1節・第2節 略  第1節・第2節 略  

第3節 特例地域型保育給付費に関する基準（第51条－第52条） 第3節 特例地域型保育給付費に関する基準（第51条・第52条） 

                  第4章 雑則（第53条・第54条） 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(1)～(14) 略 (1)～(14) 略 

(15) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号の規定する市町村民

税所得割合算額をいう。 

(15) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民

税所得割合算額をいう。 

(16)～(18) 略 (16)～(18) 略 

(19) 教育・保育 法第14条第1項に規定する教育・保育をいう。                                

(20) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施

設をいう。 

(19) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施

設をいう。 

(21) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。 (20) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。 

(22) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する

場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場

合を含む。)の規定により市が支払う特定教育・保育又は特定地域型保

(21) 法定代理受領 法第27条第5項(法第28条第4項において準用する

場合を含む。)又は法第29条第5項(法第30条第4項において準用する場

合を含む。)の規定により市が支払う特定教育・保育又は特定地域型保
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育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。 

育に要した費用の額の一部を、教育・保育給付認定保護者に代わり特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。 

(23) 特定地域型保育事業 法第43条第3項に規定する特定地域型保育

事業をいう。 

                                                                  

                           

(24) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保

育事業者をいう。 

(22) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保

育事業者をいう。 

(25) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をい

う。 

(23) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をい

う。 

(26) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をい

う。 

(24) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をい

う。 

(27) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をい

う。 

(25) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をい

う。 

(28) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地

域型保育をいう。 

(26) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地

域型保育をいう。 

(29) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地

域型保育をいう。 

(27) 特定利用地域型保育 法第30条第1項第3号に規定する特定利用地

域型保育をいう。 

(一般原則) (一般原則) 

第3条 略 

2 略 

第3条 略 

2 略 

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保険医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を

行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ど

も・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医

療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めな

ければならない。 

4 略 4 略 
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(利用定員) (利用定員) 

第4条 特定教育・保育施設(認定子ども園及び保育所に限る。)は、その利用

定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。)の数を20人以上とする。 

第4条 特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)は、その利用

定員(法第27条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章にお

いて同じ。)の数を20人以上とする。 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利

用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の

勤務体制、第13条の規定により支払いを受ける費用に関する事項その他

の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

第5条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、

あらかじめ、利用の申込みを行った教育・保育給付認定保護者(以下「利

用申込者」という。)に対し、第20条に規定する運営規程の概要、職員の

勤務体制、第13条の規定により支払 を受ける費用に関する事項その他

の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記し

た文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同

意を得なければならない。 

2 特定教育・保育施設は、利用申込者からの申出があった場合には、前項

の規定による文書の交付に代えて、第5項で定めるところにより、当該利

用申込者の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に

掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供する

ことができる。この場合において、当該特定教育・保育施設は、当該文書

を交付したものとみなす。 

                                 

                                

                                

                                

                                

                                

         

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの                                  

ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に

係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の

使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

                                 

                                 

                                

イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利
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用申込込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機

に備られたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法によ

る提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルにその旨を記録する方法) 

                                 

                                 

                                 

                                 

                 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法によ

り一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製する

ファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

                                 

                                 

                                  

3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することに

よる文書を作成することができるものでなければならない。 

                                 

                            

4 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に

係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回

線で接続した電子情報処理組織をいう。 

                                 

                                

                  

5 特定教育・保育施設は、第2項の規定により第1項に規定する重要事項を

提供しようとするときは、あらかじめ、当該利用申込者に対し、その用い

る次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法に

よる承諾を得なければならない。 

                                 

                                

                                

                

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの                                   

(2) ファイルへの記録の方式                

6 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設は、当該利用申込者か

ら文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出

があったときは、当該利用申込者に対し、第1項に規定する重要事項の提

供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者が再び

前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。 

                                 

                                

                                

                                

                           

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 
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第6条 略 第6条 略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している法第19

条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第19条第1項第1号に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・

保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法(第4項において「選考方法」という。)により選考しなけ

ればならない。 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1号  に掲げる小学校就学

前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号  

      に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号        に掲

げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合にお

いては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・

保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考そ

の他公正な方法(第4項において「選考方法」という。)により選考しなけ

ればならない。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第1項第2号又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の法第

19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定

に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい

て同じ。)は、利用の申込みに係る法第19条第2号   又は第3号に掲げ

る小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同条第2号     又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同条

第2号     又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定

に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必

要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

4・5 略 4・5 略 

(あっせん、調整及び要請に対する協力) (あっせん、調整及び要請に対する協力) 

第7条 略 第7条 略 

2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい 2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項におい
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て同じ。)は、法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

て同じ。)は、法第19条第2号   又は第3号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。)の規定により市が行う調整及び要請

に対し、できる限り協力しなければならない。 

(受給資格等の確認) (受給資格等の確認) 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・

保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあって

は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項

の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるも

のとする。 

第8条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、

必要に応じて、教育・保育給付認定保護者の提示する支給認定証(教育・

保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあって

は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項

の規定による通知)によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子どもの該当する法第19条各号   に掲げる小学校就学前子ど

もの区分、教育・保育給付認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるも

のとする。 

(利用者負担額等の受領) (利用者負担額等の受領) 

第13条 略 第13条 略 

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給

付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額

(法第27条3項第1号 に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受

けるものとする。 

2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、教育・保育給

付認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額

(法第27条第3項第1号に掲げる額をいう。次項において同じ。)の支払を受

けるものとする。 

3 略 3 略 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

4 特定教育・保育施設は、前3項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育

において提供される便宜に要する費用のうち、次に掲げる費用の額の支

払を教育・保育給付認定保護者から受けることができる。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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(3)  食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 (3)  食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用 

ア 略 ア 略 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 77,101円 

(ア) 法第19条第1号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 77,101円 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する

特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円) 

(イ) 法第19条第2号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。) 57,700円(令第4条第2項第6号に規定する

特定教育・保育給付認定保護者にあっては、77,101円) 

イ 略 イ 略 

(ア) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 

教育・保育給付認定子ども負担額算定基準子ども又は小学校第3 

学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者 

を除く。)である者 

(ア) 法第19条第1号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第3

学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者

を除く。)である者 

(イ) 法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する 

教育・保育給付認定子ども負担額算定基準子ども(そのうち最年 

長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 

(イ) 法第19条第2号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども(そのうち最年

長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者 

ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 ウ 満3歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

(4)・(5) 略 (4)・(5) 略 

5・6 略 5・6 略 

 (施設型給付費等の額に係る通知等)  (施設型給付費等の額に係る通知等) 

第14条 特定教育・保育施設は、法的代理受領により特定教育・保育に係る

施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ。)の支給

を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付

認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

第14条 特定教育・保育施設は、法定代理受領により特定教育・保育に係る

施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下同じ。)の支給

を受けた場合は、教育・保育給付認定保護者に対し、当該教育・保育給付

認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならない。 

2 略 2 略 
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(特定教育・保育の取扱方針) (特定教育・保育の取扱方針) 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、そ

れぞれ当該各号に定めるものに基づき、小学校就学前子どもの心身の状

況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こど

も園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をい

う。以下同じ。)幼保連携型 認定こども園教育・保育要領(認定こども

園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こ

ども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。

次項において同じ。) 

(1) 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こど

も園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をい

う。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども

園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こ

ども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。

次項において同じ。) 

(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた

施設及び同条第11項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及

び第4号に掲げる事項 

(2) 認定こども園(認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けた

施設及び同条第10項の規定による公示がされたものに限る。) 次号及

び第4号に掲げる事項 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条

   の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。) 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条

第1項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他

の教育内容に関する事項をいう。) 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生

省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容につい

て厚生労働大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生

省令第63号)第35条の規定に基づき保育所における保育の内容につい

て内閣総理大臣が定める指針 

2 略 2 略 

(相談及び援助) (相談及び援助) 

第17条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認

定子ども又は当該教育・保育給付認子ども に係る教育・保育給付認定保

第17条 特定教育・保育施設は、常に教育・保育給付認定子どもの心身の状

況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、当該教育・保育給付認

定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保
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護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。 

護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助

を行わなければならない。 

(教育・保育給付認定保護者に関する市への通知) (教育・保育給付認定保護者に関する市への通知) 

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、滞納な

く、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

第19条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている教育・保育給

付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が偽りその他不正な行為

によって施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞な

く、意見を付してその旨を市に通知しなければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第20条 略 第20条 略 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1項第1号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学

期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日 

(4) 特定教育・保育の提供を行う日(法第19条第1号  に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあっては、学

期を含む。以下この号において同じ。)及び時間、提供を行わない日 

(5)～(11) 略 (5)～(11) 略 

(掲示 ) (掲示等) 

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者

の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しな

ければならない。                        

                                

                                

               

第23条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所

に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者

の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示する

とともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接

受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行う

ことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。) により公衆の

閲覧に供しなければならない。 

(懲戒に係る権限の濫用禁止)               

第26条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園及び保育所に限る。

以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、教

第26条 削除                           
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育・保育給付認定子どもに対し児童福祉法第47条第3項の規定により懲戒

に関しその支給認定こどもの福祉のために必要な措置を採るときは、身

体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。 

                                

                                

(秘密保持等) (秘密保持等) 

第27条 略 第27条 略 

2 特定教育・保育施設は、職員であったものが、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、職員であった者 が、正当な理由がなく、その

業務上知り得た教育・保育給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らす

ことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

3 略 3 略 

(記録の整備) (記録の整備) 

第34条 略 第34条 略 

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。 

2 特定教育・保育施設は、教育・保育給付認定子どもに対する特定教育・

保育の提供に関する次   に掲げる記録を整備し、その完結の日から5

年間保存しなければならない。 

(1)～(5)  略 (1)～(5)  略 

(特別利用保育の基準) (特別利用保育の基準) 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項

第3号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第35条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が

法第19条第1号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第34条第1項

第3号に規定する基準を遵守しなければならない。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、当該特別利用保育に係る法第19条第1号   に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している同条第2号        に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第3号の
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規定により定められた法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 

規定により定められた法第19条第2号  に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には、特例施設

型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において

同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を

除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・

保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」

とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限

る。以下この項において同じ。)」と、「法第19条第1項第1号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育支給認定子ども」とあるのは「法

第19条第1項第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育支給認定子ども」と、「法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「法第19条第1項第2

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13

条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2

項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用保育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用保育を、施設型給付費には 特例施設

型給付費(法第28条第1項の特例施設型給付費をいう。次条第3項において

同じ。)を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を

除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・

保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)」

とあるのは「特定教育・保育施設(特別利用保育を提供している施設に限

る。以下この項において同じ。)」と、「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子ども」とあるのは「同号又は同条第2

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」 

                                

                                

                            と、第13

条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第28条第2

項第2号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条

第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども(特別利用保育を受ける者を除く。)」と、同号イ(イ)中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特

別利用保育を受ける者を含む。)」とする。 

(特別利用教育の基準) (特別利用教育の基準) 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1

項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。 

第36条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が

法第19条第2号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第34条第1

項第2号に規定する基準を遵守しなければならない。 
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2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の

規定により定められた法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 

2 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、当該特別利用教育に係る法第19条第2号     に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定教育・保

育施設を現に利用している同条第1号    に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、第4条第2項第2号の

規定により定められた法第19条第1号  に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を施設型給付費には特例施設型給

付費を、それぞれ含むものとして前節(第6条第3項及び第7条第2項を除

く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「利用の申込

みに係る法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの数」とある

のは「利用の申込みに係る法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子

どもの数」と、法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「法第19条同項1第1

号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもの総数」と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に掲げる額」と

あるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を含

む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・

保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。) とする。 

3 特定教育・保育施設が、第1項の規定により特別利用教育を提供する場合

には、特定教育・保育には特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型

給付費を、それぞれ含むものとして、前節(第6条第3項及び第7条第2項を

除く。)の規定を適用する。この場合において、第6条第2項中「特定教育・

保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)と

あるのは「特定教育・保育施設(特別利用教育を提供している施設に限る。

以下この項において同じ。)」と、「利用の申込みに係る法第19条第1号 

に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第

19条第2号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、同号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」とあるのは「同

条第1号又は第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数」とあるのは「同条第1号に掲げる小学校就学前子ども

の区分に係る利用定員の総数と、第13条第2項中「法第27条第3項第1号に

掲げる額」とあるのは「法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第4項第3号イ(ア)中「教育・保育給

付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を

受ける者を含む。)」と、同号イ(イ)中「教育・保育給付認定子ども」とあ

るのは「教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を受ける者を除く。)」



13/25 

とする。 

(利用定員) (利用定員) 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第2

9条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)

の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令

第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第3項第1号

において同じ。)及び小規模保育事業B型(同省令第31条に規定する小規模

保育事業B型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)にあっては6人以

上19人以下、小規模保育事業C型(同省令第33条に規定する小規模保育事

業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、

居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

第37条 特定地域型保育事業(事業所内保育事業を除く。)の利用定員(法第2

9条第1項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)

の数は、家庭的保育事業にあっては1人以上5人以下、小規模保育事業A型

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令

第61号)第28条に規定する小規模保育事業A型をいう。第42条第3項第1号

において同じ。)及び小規模保育事業B型(同令 第31条に規定する小規模

保育事業B型をいう。第42条第3項第1号において同じ。)にあっては6人以

上19人以下、小規模保育事業C型(同令 第33条に規定する小規模保育事

業C型をいう。附則第4条において同じ。)にあっては6人以上10人以下、

居宅訪問型保育事業にあっては1人とする。 

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育

事業所」という。)ごとに、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所

内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子

ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子

どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共

済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとす

る。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第1項第3号

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たな

2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保

育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育

事業所」という。)ごとに、法第19条第3号   に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあっては、家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準第42条の規定を踏まえ、その雇

用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所

内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子

ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあっては事業主

団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子

どもとし、共済組合等(児童福祉法第6条の3第12項第1号ハに規定する共

済組合等をいう。)に係るものにあっては共済組合等の構成員(同号ハに規

定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとす

る。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第19条第3号  

に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満1歳に満たな
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い小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定

めるものとする。 

い小学校就学前子どもと満1歳以上の小学校就学前子どもに区分して定

めるものとする。 

(内容及び手続の説明及び同意) (内容及び手続の説明及び同意) 

第38条 略 第38条 略 

2 第5条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による文書の交付につ

いて準用する。 

                                 

         

(正当な理由のない提供拒否の禁止等) (正当な理由のない提供拒否の禁止等) 

第39条 略 第39条 略 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲

げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の法第19

条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 

2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第3号  に掲

げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用して

いる満3歳未満保育認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章において同じ。)の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号 

      に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、法第20条第4項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高い

と認められる満3歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考

するものとする。 

3 略 3 略 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場

合その他利用申込者に係る満3歳未満教育・保育認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適

切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

4 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提供体制の確保が困難である場

合その他利用申込者に係る満3歳未満  保育認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難である場合は、連携施設その他の適

切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な

措置を速やかに講じなければならない。 

(特定教育・保育施設等との連携) (特定教育・保育施設等との連携) 

第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下 第42条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下
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この項から第5項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実

に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げ

る事項に係る連携協力を行う認定子ども園、幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島  

  その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が

認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては、この限りでない。 

この項から第5項までにおいて同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実

に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げ

る事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連

携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、山間・へ

き地その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が

認めるものにおいて特定地域型保育事業を行う特定地域型保育事業者に

ついては、この限りでない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略  

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満

保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小学校就

学前子どもに限る。以下この号       において同じ。)を、当

該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定地域型保育の提供を受けてい

た満3歳未満保育認定子ども(事業所内保育事業を利用する満3歳未満

保育認定子どもにあっては、第37条第2項に規定するその他の小学校就

学前子どもに限る。以下この号及び第4項第1号において同じ。)を、当

該特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供すること。 

2 略 2 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

3 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第1項第2号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合小規模保育事業A型 若しくは小規

模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模

保育事業A型事業者等」という。) 

(1) 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行う場所又は事

業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所に

おいて代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型若しくは小規

模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模

保育事業A型事業者等」という。) 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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(2) 略 (2) 略 

4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

4 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しな

いこととすることができる。 

(1) 市長が、児童福祉法第24条第3項                

                の規定による調整を行うに当たって、

   特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3 

歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保 

育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満 

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き 

続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(1) 市長が、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。)の規定による調整を行うに当たって、

特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3

歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保

育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き

続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 略 (2) 略 

5 前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者

は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所

定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第

1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う者      として適切

に確保しなければならない。 

5 前項(第2号に係る部分に限る。)の場合において、特定地域型保育事業者

は、児童福祉法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの(入所

定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第

1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切

に確保しなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略  

6 居宅訪問型保育事業を行う者は、石垣市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準                   第37条第1号

に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第1項本文の規定

にかかわらず、当該乳幼児の障がい、疾病等の状態に応じ、適切な専門的

な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障が

い児入所支援施設(児童福祉法第42条に規定する障がい児入所施設をい

う。)その他の市の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連

携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島  

6 居宅訪問型保育事業を行う者は、石垣市家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例(平成26年石垣市条例第23号)第37条第1号

に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、第1項本文の規定

にかかわらず、当該乳幼児の障害 、疾病等の状態に応じ、適切な専門的

な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害

児入所施設(児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)   

  その他の市の指定する施設(以下この項において「居宅訪問型保育連

携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、山間・へ

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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  その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保

育事業者については、この限りでない。 

き地その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困

難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育を行う居宅訪問型保

育事業者については、この限りでない。 

7 略 7 略 

8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項

第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則

第5項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、

第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

8 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第6条の3第12項

第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則

第4条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、

第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 

9 略 9 略 

(特定地域型保育の取扱方針) (特定地域型保育の取扱方針) 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する

基準第35条の規定に基づき保育所における保育の内容について内閣総理

大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学

前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わ

なければならない。 

(運営規程) (運営規程) 

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程(第50条において準用する第23条において「運営

規程」という。)を定めておかなければならない。 

第46条 特定地域型保育事業者は、次の各号に掲げる事業の運営について

の重要事項に関する規程(第50条において準用する第23条において「運営

規程」という。)を定めておかなければならない。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 特定地域型保育の提供を行う日数及び時間、提供を行わない日 (4) 特定地域型保育の提供を行う日 及び時間、提供を行わない日 

(5) 第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から受領する利用者

負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(5) 第43条の規定により教育・保育給付認定保護者から支払を受ける  

      費用の種類、支払を求める理由及びその額 

(6)～(11) 略  (6)～(11) 略 

(定員の遵守) (定員の遵守) 

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保

育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に

対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対

応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

第48条 特定地域型保育事業者は、利用定員   を超えて特定地域型保

育の提供を行ってはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に

対する需要の増大への対応、法第46条第5項に規定する便宜の提供への対

応、児童福祉法第24条第6項に規定する措置への対応、災害、虐待その他

のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。 

(記録の整備) (記録の整備) 

第49条 略 第49条 略 

2  特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域

型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。 

2  特定地域型保育事業者は、満3歳未満保育認定子どもに対する特定地域

型保育の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間

保存しなければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 次条において準用する第12条の規定による特定地域型保育に係る必

要な事項の提供の記録 

(2) 次条において準用する第12条の規定による特定地域型保育    

    の提供の記録 

(3)～(5) 略  (3)～(5) 略  

(準用) (準用) 

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業  

                   について準用する。この場合

において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3

歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、

第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の

見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給費 」と、同条第1

項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」とある

のは「地域型保育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下

第50条 第8条から第14条まで(第10条及び第13条を除く。)、第17条から第

19条まで及び第23条から第33条までの規定は、特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域型保育について準用する。この場合

において、第11条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあるのは

「教育・保育給付認定子ども(満3歳未満保育認定子どもに限り、特定満3

歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)について」と、

第12条の見出し中「教育・保育」とあるのは「地域型保育」と、第14条の

見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第1

項中「施設型給付費(法第27条第1項の施設型給付費をいう。以下」とある

のは「地域型保育給付費(法第29条第1項の地域型保育給付費をいう。以下
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この項及び第19条において」と、「施設型給付費の」とあるのは、「地域

型保育給付費の」と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」とある

のは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とある

のは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。 

この項及び第19条において」と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型

保育給付費の」 と、同条第2項中「特定教育・保育提供証明書」とある

のは「特定地域型保育提供証明書」と、第19条中「施設型給付費」とある

のは「地域型保育給付費」と読み替えるものとする。 

(特別利用地域型保育の基準) (特別利用地域型保育の基準) 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保

育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可

基準を遵守しなければならない。 

第51条 特定地域型保育事業者が法第19条第1号  に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特別利用地域型保

育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可

基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1項第1号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(次

条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、

第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供

する場合には、当該特別利用地域型保育に係る法第19条第1号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している満3歳未満保育認定子ども(次

条第1項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第2号  に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、

第37条第2項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとす

る。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付

費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、本章

 (第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第1

0条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条

までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第1項第3号に掲げる

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特別利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費(法第30条第1項の特例地域型保育給付

費をいう。次条第3項において同じ。)を、それぞれ含むものとして、この

章(第40条第2項を除き、前条において準用する第8条から第14条まで(第1

0条及び第13条を除く。)、第17条から第19条まで及び第23条から第33条

までを含む。次条第3項において同じ。)の規定を適用する。この場合にお

いて、第39条第2項中「利用の申込みに係る法第19条第3号に掲げる小学
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小学校就学前子ども」とあるのは「利用 申込みに係る法第19条第1項第

1号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定

満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。)」とあるの

は「法第19条第1項第1号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。)」と                   、

「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条

第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」

と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあ

るのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げる

ものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前4項」とあるのは「前

3項」とする。 

校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第1号に

掲げる小学校就学前子どもの数 」と、「満3歳未満保育認定子ども(特定

満3歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。)」とあるの

は「同条第1号又は    第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども(第52条第1項の規定により特定利用地域型

保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる

法第19条第2号   に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。)」と、「同号」とあるのは「法第19条第3号」と、

「法第20条第4項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族

等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満3歳未満保

育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを

受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関

する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条

第1項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者(特別利用地域型保育の対象となる法第19条第1号   に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保

育給付認定保護者を除く。)」と、同条第2項中「法第29条第3項第1号に掲

げる額」とあるのは「法第30条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「前項」

と、同条第4項中「前3項」とあるのは「前2項」と、「掲げる費用」とあ

るのは「掲げる費用及び食事の提供(第13条第4項第3号ア又はイに掲げる

ものを除く。)に要する費用」と、同条第5項中「前4項」とあるのは「前

3項」とする。 

(特定利用地域型保育の基準) (特定利用地域型保育の基準) 

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保

第52条 特定地域型保育事業者が法第19条第2号  に掲げる小学校就学

前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに対し特定利用地域型保
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育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可

基準を遵守しなければならない。 

育を提供する場合には、法第46条第1項に規定する地域型保育事業の認可

基準を遵守しなければならない。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第1項第2号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している法第19条第1項第3号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規

定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用

地域型保育の対象となる法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項

の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供

する場合には、当該特定利用地域型保育に係る法第19条第2号   に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している同条第3号    に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第1項の規

定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特別利用

地域型保育の対象となる法第19条第1号  に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)の総数が、第37条第2項

の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、本章 の

規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育

の対象となる法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象とな

る特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子

ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に

係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と

する。 

3 特定地域型保育事業者が、第1項の規定により特定利用地域型保育を提

供する場合には、特定地域型保育には特定利用地域型保育を、地域型保育

給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この章の

規定を適用する。この場合において、第43条第1項中「教育・保育給付認

定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特定利用地域型保育

の対象となる法第19条第2号  に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子ども(特定満3歳以上保育認定子どもに限る。)に

係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」と、同条第2項中「法第29条第

3項第1号に掲げる額」とあるのは「法第30条第2項第3号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、同条第4項中「掲げる費用」

とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(特定利用地域型保育の対象とな

る特定満3歳以上保育認定子どもに対するもの及び満3歳以上保育認定子

ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。)に

係る第13条第4項第3号ア又はイに掲げるものを除く。)に要する費用」と

する。 
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   第4章 雑則 

 (電磁的記録等) 

第53条 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者（以下この条におい

て「特定教育・保育施設等」という。）は、記録、作成、保存その他これ

らに類するもののうち、この条例の規定において書面等（書面、書類、文

書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって

認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下こ

の条において同じ。)により行うことが規定されているものについては、

当該書面等に代えて、当該書面等に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的

方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以

下この条において同じ。)により行うことができる。 

2 特定教育・保育施設等は、この条例の規定による書面等の交付又は提出

については、当該書面等が電磁的記録により作成されている場合には、当

該書面等の交付又は提出に代えて、第4項で定めるところにより、教育・

保育給付認定保護者の承諾を得て、当該書面等に記載すべき事項（以下こ

の条において「記載事項」という。）を電子情報処理組織（特定教育・保

育施設等の使用に係る電子計算機と、教育・保育給付認定保護者の使用に

係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以

下この条において同じ。）を使用する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁的方法」と

いう。）により提供することができる。この場合において、当該特定教育・

保育施設等は、当該書面等を交付又は提出したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機と教育・保育給付認

定保護者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じ
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て送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記

録する方法 

イ 特定教育・保育施設等の使用に係る電子計算機に備えられたファイ

ルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて教育・保育給付認定

保護者の閲覧に供し、教育・保育給付認定保護者の使用に係る電子計

算機に備えられた当該教育・保育給付認定保護者のファイルに当該記

載事項を記録する方法（電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は

受けない旨の申出をする場合にあっては、特定教育・保育施設等の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法） 

(2) 電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。）をもって調製

するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法 

3 前項各号に掲げる方法は、教育・保育給付認定保護者がファイルへの記

録を出力することによる文書を作成することができるものでなければな

らない。 

4 特定教育・保育施設等は、第2項の規定により記載事項を提供しようとす

るときは、あらかじめ、当該記載事項を提供する教育・保育給付認定保護

者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(1) 第2項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設等が使用するも

  の 

(2) ファイルへの記録の方式 

5 前項の規定による承諾を得た特定教育・保育施設等は、当該教育・保育

給付認定保護者から文書又は電磁的方法により、電磁的方法による提供を

受けない旨の申出があったときは、当該教育・保育給付認定保護者に対し、

第2項に規定する記載事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。

ただし、当該教育・保育給付認定保護者が再び前項の規定による承諾をし
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た場合は、この限りでない。 

6 第2項から前項までの規定は、この条例の規定による書面等による同意

の取得について準用する。この場合において、第2項中「書面等の交付又

は提出」とあり、及び「書面等に記載すべき事項（以下この条において「記

載事項」という。）」とあるのは「書面等による同意」と、「第4項」と

あるのは「第6項において準用する第4項」と、「提供する」とあるのは「得

る」と、「書面等を交付又は提出した」とあるのは「書面等による同意を

得た」と、「記載事項」とあるのは「同意に関する事項」と、「提供を受

ける」とあるのは「同意を行う」と、「受けない」とあるのは「行わない」

と、「交付する」とあるのは「得る」と、第3項中「前項各号」とあるの

は「第6項において準用する前項各号」と、第4項中「第2項」とあるのは

「第6項において準用する第2項」と、「記載事項を提供しよう」とあるの

は「同意を得よう」と、「記載事項を提供する」とあるのは「同意を得よ

うとする」と、同項第1号中「第2項各号」とあるのは「第6項において準

用する第2項各号」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用す

る前項」と、「提供を受けない」とあるのは「同意を行わない」と、「第

2項に規定する記載事項の提供」とあるのは「この条例の規定による書面

等による同意の取得」と読み替えるものとする。 

(委任) 

第54条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

   附 則    附 則 

 (特定保育所に関する特例)  (特定保育所に関する特例) 

第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同

じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第13条第1

項中「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは

第2条 特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。以下同

じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあっては、当分の間、第13条第1

項中「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども」とあるのは
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「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附

則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特

定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以

下この項において同じ。)」と、同条第2項中「当該特定教育・保育」とあ

るのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に

限る。)を除く。)」と、同条第3項中「支払を」とあるのは「支払を   

  市の同意を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、又は

受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費

の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたと

き」とし、第6条及び第7条の規定は適用しない。 

「教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子ども(特定保育所(法附

則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。次項において同じ。)から特

定教育・保育(保育に限る。第19条において同じ。)を受ける者を除く。以

下この項において同じ。)」と、同条第2項中「当該特定教育・保育」とあ

るのは「当該特定教育・保育(特定保育所における特定教育・保育(保育に

限る。)を除く。)」と、同条第3項中「額の支払を」とあるのは「額の支払

を、市の同意を得て、」と、第19条中「施設型給付費の支給を受け、又は

受けようとしたとき」とあるのは「法附則第6条第1項の規定による委託費

の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたと

き」とし、第6条及び第7条の規定は適用しない。 

2 略 2 略 

 


